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に
追
加
で
考
慮
す
べ
き
事
項
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
分
析
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結

果
、
Ｋ
社
は
、
自
ら
の
履
行
義
務
は
Ｋ
社

に
よ
っ
て
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
手
配
す
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
当
該
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い

（図表14）　設例５を例示されている指標に照らした分析

指標 分析 評価

契約履行の主た
る責任

コンサルティングサービスに関して、顧客からのクレー
ム対応で、時折J社が顧客を支援することはあるが、K
社が、必要に応じて返金または再履行など顧客の要求
を満たす責任を負っている。また、コンサルティングサー
ビスの超過から生じる損失は、全額K社が負担する。

J社は、コンサルティング
サービスを提供するという
約束の履行に主たる責任
を有していない。

在庫リスク
J社は、顧客との契約を獲得する前にK社からコンサル
ティングサービスを得ることを約束していないため、在
庫リスクは有していない。

J社はコンサルティング
サービスについて在庫リス
クを有していない。

価格設定におけ
る裁量権

K社が、顧客とコンサルティングサービスの価格を設定
している。

J社は価格設定における裁
量権を有していない。

て
、
Ｊ
社
は
Ｋ
社
を
指
図
し
て
お
ら
ず
、

支
配
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｊ
社
は
Ｋ
社
の
代
理
人

に
該
当
す
る
た
め
、
Ｊ
社
は
、
Ｋ
社
が
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
交
換
に
受
け
取
る
額

か
ら
Ｋ
社
に
支
払
う
額
を
控
除
し
た
純
額

（
す
な
わ
ち
、
10
％
の
手
数
料
）を
収
益
と

し
て
認
識
す
る
こ
と
と
な
る
。

配
送
サ
ー
ビ
ス
、第
三
者
の
た
め
に
回
収
す
る
金
額

そ
の
他
の
実
務
上
留
意
す
べ
き

ポ
イ
ン
ト

第４章 
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
企
業
が
配
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

「
配
送
サ
ー
ビ
ス
」部
分
に
つ
い
て
、原

則
的
な
取
扱
い
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、

本
人
と
代
理
人
の
区
分
判
定
の
検
討
が

必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、「
代

替
的
な
取
扱
い
」を
適
用
す
る
場
合
は
、

そ
の
よ
う
な
検
討
は
不
要
で
あ
る
。

●	

売
上
回
収
代
金
に
含
ま
れ
る
消
費
税
等

は
、取
引
価
格
に
含
ま
れ
な
い
。

配
送
サ
ー
ビ
ス

従
来
は
、
企
業
が
財
の
販
売
と
組
み
合

わ
せ
て
提
供
す
る
配
送
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
、
追
加
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
財
の

販
売
と
区
別
し
て
会
計
処
理
す
る
こ
と
は

多
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
新
収
益
認
識
基
準
に
お
い

て
は
、
当
該
配
送
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

顧
客
に
約
束
し
た
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
区

別
し
て
会
計
処
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
実
務
に
お
い

て
は
、
当
該
配
送
サ
ー
ビ
ス
を
企
業
自
身

が
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
独
立
の
第
三

者
に
依
頼
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
場
合

に
は
、
本
人
と
代
理
人
の
区
分
の
判
定
が

必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
配
送
サ
ー
ビ
ス

の
識
別
と
本
人
と
代
理
人
の
区
分
判
定
の

考
え
方
を
確
認
し
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に

よ
り
検
討
す
る
。

配
送
サ
ー
ビ
ス
の

識
別
の
考
え
方

⑴
　
原
則
的
な
取
扱
い

契
約
に
お
い
て
、
顧
客
に
約
束
し
た
複

数
の
特
定
の
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
本
人
と
代
理
人
の
区
分
の
判
定

を
行
う
必
要
が
あ
る（
適
用
指
針
41
項
）。

顧
客
に
商
品
ま
た
は
製
品
を
販
売
す
る

契
約
に
お
い
て
、
当
該
商
品
等
を
顧
客
の

指
定
し
た
場
所
ま
で
配
送
す
る
サ
ー
ビ
ス

が
含
ま
れ
る
場
合
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
が
契

約
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
区
分
し
て
識
別
可
能
な
履
行
義
務
と


